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はじめに 

 

平成１８年４月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支

援等に関する法律（高齢者虐待防止法）」が施行されました。  

また、同年の介護保険法改正により、流山市内にも地域包括支援セ

ンターが設置され、高齢者の権利擁護、虐待の早期発見・防止に取り

組むことになりました。  

流山市では、平成２０年１０月に高齢者虐待防止ネットワークを

設立し、高齢者虐待の予防と早期発見、早期対応、再発防止のための

課題抽出と関係機関のネットワーク作りに取り組んでまいりました

が、高齢者への虐待は減ることはなく、さらなる連携が必要となって

いる状況です。  

特に増加傾向にある、養護者による高齢者虐待に対応するために、

全般的な知識や具体的な対応の手引きとして平成２５年４月にマニ

ュアルを作成し、更なる内容の充実を目的に平成２９年４月に改訂

しました。今回は令和５年３月と令和７年３月に厚生労働省の「市町

村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」が

改訂されたことを受け、本マニュアルを改訂します。  

地域の民生委員児童委員やケアマネジャー他、高齢者虐待防止に

係る関係機関の方々が高齢者虐待に対する共通理解を深め、それぞ

れの役割を明確にすることで、高齢者虐待の早期発見と適切な対応

につながれば幸いです。  
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本書の構成 
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連絡先一覧 

施設名 電話番号 受付時間 内容 

流山市北部高齢者なんでも相談室 

(地域包括支援センター) 

04-7155-5366 月～金  

8:30～17:00 

土  

8:30～12:00 

高齢者虐待に関すること 

流山市北部西高齢者なんでも相談室 

(地域包括支援センター) 

04-7197-1378 

流山市中部高齢者なんでも相談室 

(地域包括支援センター) 

04-7150-2953 

流山市東部高齢者なんでも相談室 

(地域包括支援センター) 

04-7148-5665 

流山市南部高齢者なんでも相談室 

(地域包括支援センター) 

04-7159-9981 

流山市高齢者支援課 04-7150-6080 月～金  

8:30～17:15 

高齢者虐待に関すること 

緊急一時保護、やむを得ない事由

による措置に関すること 

介護支援課 04-7150-6531 介護保険に関すること 

   健康増進課 04-7154-0331 健康増進のための活動に関するこ

と 

   障害者支援課 04-7150-6081 精神、身体、知的障害に関するこ

と 

   社会福祉課 04-7150-6079 生活保護に関すること 

   福祉政策課 04-7196-6605 重層的支援体制整備事業に関する

こと 

地域支え合い活動に関すること 

   子ども家庭課 04-7150-6082 児童虐待、DV に関すること 

   秘書広報課 04-7158-1616 人権相談に関すること 

   警防救急課 04-7158-0151 救命救急に関すること 

守衛室 04-7158-1111 市役所閉庁時 ※緊急時のみ 

千葉地方法務局松戸支局 047-363-6278 月～金 

8:30～17:15 

人権に関すること 

千葉県弁護士会 

松戸法律相談センター 

047-366-6611 月～金 

10:00～11:30 

13:00～16:00 

法律相談に関すること 

松戸健康福祉センター 

(松戸保健所) 

047-361-2138 月～金 

9:00～17:00 

精神疾患、DV、障害者差別に関す

ること 

流山警察署生活安全課 04-7159-0110 月～金 

8:30～17:15 

※緊急時は 

24 時間対応可 

生活安全に関すること 



 

流山市社会福祉協議会 04-7159-4735 月～金 

9:00～17:00 

在宅要援護者に対する見守り活

動、福祉の貸付制度に関すること 

流山市成年後見推進センター 04-7157-1275 月～金 

8:30～17:00 

成年後見制度に関すること 


